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（議 題） 

○第３次子ども育成計画の点検・評価報告書 ·························· 別冊 

 

（その他） 

○子ども育成計画に関係する計画の状況について ···················· 資料１ 

○児童福祉法（抜粋） ············································ 資料２ 
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子ども育成計画に関係する計画の状況について 

１ 子ども育成計画関連計画の位置づけ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「第２期八王子市地域福祉計画（平成 25～29年度）」より抜粋し一部改変 

 

２ 各計画の策定スケジュール 

○男女が共に生きるまち八王子プラン  ○生涯学習プラン 

○文化芸術ビジョン     ○スポーツ振興基本計画 

○地域防災計画       ○都市計画マスタープラン 

○交通バリアフリー基本構想 ○消費生活基本計画  など 

基本構想・基本計画 

地 域 福 祉 計 画 

高齢者計画 

 介護保険事業計画  

障害者計画 

 障害福祉計画  

こども育成計画 
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児童福祉法300401施行 

第九節 障害児福祉計画 

 

〔基本指針〕 

第三十三条の十九 厚生労働大臣は、障害児通所支援、障害児入所支援及び障害児相談

支援（以下この項、次項並びに第三十三条の二十二第一項及び第二項において「障害

児通所支援等」という。）の提供体制を整備し、障害児通所支援等の円滑な実施を確

保するための基本的な指針（以下この条、次条第一項及び第三十三条の二十二第一項

において「基本指針」という。）を定めるものとする。 

② 基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 障害児通所支援等の提供体制の確保に関する基本的事項 

二 障害児通所支援等の提供体制の確保に係る目標に関する事項 

三 次条第一項に規定する市町村障害児福祉計画及び第三十三条の二十二第一項に

規定する都道府県障害児福祉計画の作成に関する事項 

四 その他障害児通所支援等の円滑な実施を確保するために必要な事項 

③ 基本指針は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第八十

七条第一項に規定する基本指針と一体のものとして作成することができる。 

④ 厚生労働大臣は、基本指針の案を作成し、又は基本指針を変更しようとするときは、

あらかじめ、障害児及びその家族その他の関係者の意見を反映させるために必要な措

置を講ずるものとする。 

⑤ 厚生労働大臣は、障害児の生活の実態、障害児を取り巻く環境の変化その他の事情

を勘案して必要があると認めるときは、速やかに基本指針を変更するものとする。 

⑥ 厚生労働大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを

公表しなければならない。 

〔市町村障害児福祉計画〕 

第三十三条の二十 市町村は、基本指針に即して、障害児通所支援及び障害児相談支援

の提供体制の確保その他障害児通所支援及び障害児相談支援の円滑な実施に関する

計画（以下「市町村障害児福祉計画」という。）を定めるものとする。 

② 市町村障害児福祉計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 障害児通所支援及び障害児相談支援の提供体制の確保に係る目標に関する事項 

二 各年度における指定通所支援又は指定障害児相談支援の種類ごとの必要な見込

量 

③ 市町村障害児福祉計画においては、前項各号に掲げるもののほか、次に掲げる事項

について定めるよう努めるものとする。 

一 前項第二号の指定通所支援又は指定障害児相談支援の種類ごとの必要な見込量

の確保のための方策 
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二 前項第二号の指定通所支援又は指定障害児相談支援の提供体制の確保に係る医

療機関、教育機関その他の関係機関との連携に関する事項 

④ 市町村障害児福祉計画は、当該市町村の区域における障害児の数及びその障害の状

況を勘案して作成されなければならない。 

⑤ 市町村は、当該市町村の区域における障害児の心身の状況、その置かれている環境

その他の事情を正確に把握した上で、これらの事情を勘案して、市町村障害児福祉計

画を作成するよう努めるものとする。 

⑥ 市町村障害児福祉計画は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため

の法律第八十八条第一項に規定する市町村障害福祉計画と一体のものとして作成す

ることができる。 

⑦ 市町村障害児福祉計画は、障害者基本法（昭和四十五年法律第八十四号）第十一条

第三項に規定する市町村障害者計画、社会福祉法第百七条第一項に規定する市町村地

域福祉計画その他の法律の規定による計画であつて障害児の福祉に関する事項を定

めるものと調和が保たれたものでなければならない。 

⑧ 市町村は、市町村障害児福祉計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじ

め、住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

⑨ 市町村は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第八十九

条の三第一項に規定する協議会を設置したときは、市町村障害児福祉計画を定め、又

は変更しようとする場合において、あらかじめ、当該協議会の意見を聴くよう努めな

ければならない。 

⑩ 障害者基本法第三十六条第四項の合議制の機関を設置する市町村は、市町村障害児

福祉計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、当該機関の意見を聴か

なければならない。 

⑪ 市町村は、市町村障害児福祉計画を定め、又は変更しようとするときは、第二項に

規定する事項について、あらかじめ、都道府県の意見を聴かなければならない。 

⑫ 市町村は、市町村障害児福祉計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを

都道府県知事に提出しなければならない。 

〔市町村の調査、分析及び評価等〕 

第三十三条の二十一 市町村は、定期的に、前条第二項各号に掲げる事項（市町村障害

児福祉計画に同条第三項各号に掲げる事項を定める場合にあつては、当該各号に掲げ

る事項を含む。）について、調査、分析及び評価を行い、必要があると認めるときは、

当該市町村障害児福祉計画を変更することその他の必要な措置を講ずるものとする。 

 


